


















(契豹の細則)

第 34条 当社注、この豹款の实施に当た り、别 に細则奁定める二と苏で音るものと儿实寸。

2 当社は、 别 に細则在定めたときは、 当社の营業所に揭示するとと古化、 当社の凳行寸

る パンフレ少 卜及下料金表に二れ态記截寸る书の 上 儿史寸。 又二札在更新七无場合毛同

様とし主寸。

(管轄裁判所)

第 35条 この約款 に基つく権利及び義務 について紛争が生じたときは、 当社の本店所在地

を管轄寸る裁判所をもって管轄裁判所とし主寸。

附则

この約款过、 令和3 日から实施し虫寸。年 1 0 月 3 1


